
第４次潟上市行政改革大綱及び実施計画（案）　【概要版】

１．計画策定の趣旨

潟上市では、健全な行政運営を推進していくため、平成18年３月に第１次行政改革大綱を策定し、これ

まで３期にわたり、潟上市総合計画をはじめとする各種計画との整合性を図りながら行政改革に取り組ん

できました。

平成28年３月に策定した第３次行政改革大綱では、審議会等への市民参画の推進とパブリック・コメン

トの実施により、潟上市自治基本条例の理念に基づいた行政と市民の「参画」と「協働」のまちづくりの

実現を目指してまいりました。さらには、事務事業の見直し等による効率的な行政運営を図り、健全な自

治体経営の推進のため積極的に自主財源の確保に努めるとともに、歳出の抑制に取り組んでまいりました。

しかしながら、人口減少や少子高齢化などの社会情勢の変化に伴い市民サービスは複雑化・多様化して

おり、財政面においても地方交付税の減少や社会保障費の増加、公共施設や都市インフラの老朽化による

維持管理費の増加などが今後も見込まれることから、より一層簡素で効率的な行政運営を行う必要があり

ます。

これまでの取組のうち、必要な項目については引き継ぎつつ、限られた行政資源を効率的に活用し、将

来にわたり持続可能な自治体運営を目指して行政改革に取り組むため、第４次行政改革大綱を策定するも

のです。

３．計画の位置づけ

○第２次潟上市総合計画に掲げる目標を実現するために、本市の行政改革を推進する個別計画として位置

づけるとともに、推進にあたっては、市が策定する各種計画と整合性を図ります。

○潟上市自治基本条例を尊重しながら、自治体としての経営感覚をもち、効率的・効果的な行政運営に努

めます。

○基本的な方針を示す「行政改革大綱」と、具体的な計画を掲げる「実施計画(集中改革プラン)」で構成

します。

●行政改革の基本方針

●重点事項と取組項目

行政改革大綱
実施計画

（集中改革プラン）

４．計画の期間

本大綱の実施期間は、令和３年度から令和７年度までの５年間とします。

また、実施計画はローリング方式とし、年度毎に適宜見直しを行うこととします。

２．計画の方向性

具体化

第４次行政改革大綱及び実施計画（集中改革プラン）を着実に実行するため、「行政改革推進本部（本

部長：市長）」を中心とする推進体制を維持し、職員一人ひとりが目的や方向性を共有することで、組織

全体が一体となった行政改革への取組を推進します。

また、市民の声を反映できるように、「行政改革推進委員会」の意見を十分尊重し、理解と協力を得な

がら行政改革を推進します。

５．推進体制

人口減少に伴う税収の減少や社会保障費の増加など、今後も厳しい財政状況が続くことが懸念されるた

め、積極的に自主財源の確保を図りつつ、全庁的に歳出の縮減に取り組みます。

また、ＩＣＴなどの活用により事務の効率化と経費削減に努め、各種業務や施設管理等における民間と

の連携について検討します。

さらに、潟上市自治基本条例に基づく市民参画と協働によるまちづくりを推進するとともに、複雑化・

多様化する市民ニーズや様々な行政課題に対して柔軟に対応できる人材の育成と組織の編成に努めます。

●取組項目

●取組内容

１ 市税等の収納率の向上

２ 公共料金適正化計画の推進

３ ふるさと納税の推進

４ 公有財産の有効活用の推進

５ 新たな財源の確保

６．実施計画の体系

重点テーマ

６ 適切かつ効果的な補助金の支出

７ 各種手当等の見直しによる人件費の削減

８ 地方公営企業の経営健全化（上下水道事業）

９ 繰出金の縮減

１０ 市債発行額の抑制等

１１ 市バスの適切な運行管理

１２ 財政健全化判断指標の健全性の維持

１３ 財政調整基金の確保

１４ 公共施設等総合管理計画の推進

１５ 地域集会施設管理体制の見直し

１６ マイナンバーカードの普及促進と活用

１７ 電子申請サービスの拡充

１８ 業務効率化の推進

１９ 情報システムの標準化

２０ 行政文書ペーパーレス化の推進

２１ 庁内会議の適切な運用

２２ 行政評価の実施と適正な予算編成

２３ 行政手続の簡素化

２４ リスク管理体制の強化

２５ 環境に配慮した行政運営の推進

２６ 各種行事、イベント等の見直し

２７ 指定管理者制度による効果的な施設管理の実施

２８ 民間委託等の推進

２９ 審議会等の会議の公開

３０ 多様な情報発信ツールを活用した効果的な情報

発信の実施

３１ 市政への参画促進

３２ 男女共同参画の推進

３３ 自主防災組織の育成

３４ まちづくり団体への支援

３５ 多様な主体との連携・協働による施策の展開

３６ 適正な職員の定員管理

３７ 公正かつ客観的な人事評価制度の運用

３８ 審議会等の見直し

３９ 職員の資質向上を図るための人材育成

４０ 職員提案の実施

４１ 多様な人材の活用

４２ ワーク・ライフ・バランスの推進

（１）自主財源の確保

（２）健全な財政運営の推進

（３）公共施設等の総合的・計画的

な管理

（１）ＩＣＴを活用した行政サービスの

向上

（２）事務事業の効率化

（３）民間活力の活用

（１）開かれた行政の推進

（２）多様な主体・地域の協働による

まちづくりの推進

（１）効率的な組織体制の確立

（２）職員の能力向上と働きやすい

環境の整備

１．健全で持続可能な

財政運営の推進

２．効率的・効果的な

行政運営の推進

３．市民参画と協働による

まちづくりの推進

推進事項 取組項目

４．時代の変化に対応した

行政システムの構築

【重点事項】

▼積極的な自主財源の確保を図りつつ、限られた行政資源を有効活用して歳出の抑制に努める。

▼ＩＣＴを活用して事務の効率化と経費削減に努め、市民の利便性向上と行政サービスの向上を図る。

▼積極的な情報提供と行政情報の共有化に努め、市民、地域コミュニティ、ＮＰＯ、各種団体等の

多様な主体の「参画」と「協働」によるまちづくりを推進する。

▼行政を取り巻く環境の変化に柔軟に対応できるよう、効率的な組織運営とし、職員の意欲・能力向上

につながる人材育成に努める。


